
■ 届出及び報告の流れ 
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所管行政庁へ省エネ措置の届出(第 1 種特定建築物：2000 ㎡～) 

建築物：PAL･CEC、ポイント法(2000～5000 ㎡) 
住 宅：判断基準、設計施工指針 

判断基準に照らして著しく不十分かどうか(※) 
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図 届出及び報告の流れ 

 （図において 300 ㎡に関連する事項（※印）は平成 22 年 4 月 1 日より施行） 


